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（注）2013.3.3付け共同通信によると、「教職員の給与負担は政令市に変更、義務付けの４次見直し案」

と題した記事があり、「中央省庁が法令で縛る、義務付け・枠付け、の第４次見直し案が明らかになり、公

立学校教職員の給与負担者を都道府県から政令市に変更するなど約４０項目を挙げており、３月中旬に閣

議決定する見通し」となってる。これが通れば、熊本市については２重行政から解放されることになる。

この稿が出される頃には決着がついているかもしれない。 

 

 

 

 

 

 
 

                                

 

 

 

                             


